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本ひな型は、独自基準（案）を検討する際の参考資料として、必要に応じ
て追加・修正しながらご利用いただくことを想定しています。
地域の気候・風土や運用方針に応じて適宜調整のうえ、独自基準の作成に
お役立ていただければ幸いです。
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本ガイドラインは、独自基準の策定に取り組む自治体の事例を紹介するとともに、検討

の進め方や参考となる情報を提示することにより、これから独自基準の策定に着手する

自治体が、地域の気候及び風土にふさわしい基準の方向性（住宅の様式、構法等）を検

討し、円滑に策定作業を進められるよう支援することを目的としています。

事例としては、令和７（2025）年10月に開催した「気候風土適応住宅シンポジウム」

において発表された独自基準策定の取組を取り上げています。発表資料は kkj ホーム

ページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画／資料（独自基準策定の事例）」に掲載し

ていますので、独自基準策定の検討にあたって参考としてご活用ください。

また、「気候風土適応住宅」の解説（一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター）で

は、建築物省エネ法における気候風土適応住宅の位置付け、省令・告示の解説、事例紹

介等を行っています。所管行政庁や建築士・建築主が気候風土適応住宅への適合を判断

する際、また所管行政庁が令和元年国土交通省告示第786 号第１項第二号または第２項

に基づき独自基準を付加または定める際の参考資料としてご参照してください。

同解説は、建築物省エネ法の改正及び令和６（2024）年６月２８日に公布された気候

風土適応住宅に関する省令・告示を踏まえ、2024年度版（第２版）に改訂されました。

その後、令和７（2025）年４月の省エネ基準適合義務化の全面施行、説明義務制度・

届出制度の廃止、さらに令和８（2026）年４月からの住宅ローン減税の適用対象への

追加等を踏まえ、2026 年度版（第３版）として再度改訂されています。

本ガイドラインが、各自治体における地域にふさわしい独自基準の策定と運用を円滑に

進められる一助となれば幸いです。
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本ガイドラインの目的



「気候風土適応住宅」とは、地域の気候及び風土に応じた

①様式・形態・空間構成、②構工法、③材料・生産体制、

④景観形成、⑤住まい方 などの特徴を多面的に備えてい

る住宅であることにより、外皮基準に適合させることが困

難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する住宅をいいます。

令和７（2025）年４月の省エネ基準の全面適合義務化において、気候風土適応住宅は

外皮性能基準への適合が除外されています。ただし、一次エネルギー消費量基準への

適合は引続き求められます。

４

気候風土適応住宅の基準（告示第786号）

第1項 第一号 国が定める基準

第1項 第二号 国が定める要件に所管行政庁が必要な要件を付加した基準

第2項 所管行政庁が定める基準

気候風土適応住宅とは

● 2025年 省エネ基準適合の義務化

伝統構法など地域の気候及び風土に適応した住宅は、地域の特徴を

多面的に備えているため、全国一律の基準だけでは十分に評価でき

ない場合が多く見られます。

地域にふさわしい独自基準の策定が

望まれている

独自基準策定が望まれる背景

● 独自基準の必要性

地域固有の住宅を将来にわたり継承していくために、所管行政庁が

地域特性に応じて要件を策定できる独自基準の活用が不可欠です。

独自基準は、所管行政庁が地域の自然的・社会的条件の特殊性を踏

まえて策定できる制度であり、この整備が進まなければ、地域の建

築技術や文化の継承が危ぶまれます。



①～⑤の内容については、「国住建環第65号（技術的助言）気候風土適応住宅の認定のガイドライン」より引用
「具体的な例」に関する文章は「東京型気候風土適応住宅に関する研究報告」（令和3年9月一般社団法人東京建
築士会 環境委員会発行）より引用

以下の①～⑤は、「気候風土適応住宅の特徴をとらえる観点」（国住建環第65号（技術的

助言）気候風土適応住宅の認定のガイドライン）に示されている項目です。

独自基準を策定する際には、これらの観点に加えて「気候風土適応住宅」の解説 2026年度

版（P26～27）に掲載されている「地域の気候及び風土に応じた住宅に特徴付けられる要素

の例」もあわせて参考にしてください。

地域や外部環境に固有の気象要素（外気温、
日射、外部風など）の活用や制御に資する、
地域に根ざした住宅の様式や形態、空間構
成に関する特徴。

①様式・形態・空間構成

地域で旧来より用いられてきた構造方式や
構造材の使用方法、劣化外力となる地域の
気象要素に対する耐久性向上に資する住宅
各部の材料・構法などに関する特徴。

②構工法

地域で生産・供給される建築材料の使用、
地域の生産者や職人が住宅生産に関与する
仕組みなどに関する特徴。

③材料・生産体制

地域のまちなみや集落景観の維持保全に資
する、建物や外構の構成、形態、材料など
に関する特徴。

④景観形成

地域でこれまで培われてきた暮らしを継承
しているとみられる住まい方に関する特徴。

⑤住まい方

日照・通風などに対して内部空
間・建具・屋根・軒・開口部など
の部位を工夫することで、温湿度
の体感を和らげる。

長持ちするために丈夫な架構をつ
くり、交換可能な納まりや素材を
採用し、高温多湿をしのぐための
自然素材を使用する。

地域内で材木など生産可能な素材
を用い、地域の職人衆が引き継い
できた納まりに従い、地域の中で
手入れを続ける。

地域に長く続いてきた景観を維持
し、地域に合った植生を引き継ぐ
ことで、緑や生態系を維持する。

季節に応じた生活習慣を大事にし、
日除け・雪除けのための部品を利
用することで、過度に設備に頼ら
ない暮らしを続ける。

①の具体的な例

②の具体的な例

③の具体的な例

④の具体的な例

⑤の具体的な例
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気候風土適応住宅の特徴をとらえる観点



気候風土適応住宅は、告示第786 号第１項または第２項に該当する技術を導入すること

により、外皮基準に適合させることが困難である住宅が該当しますが、新たな技術的工夫

を講じることで必ずしも断熱化することを妨げるものではありません。

近年、地球環境・エネルギー問題や室内温熱環境に対する建築主や設計者の関心の高ま

りから、気候風土適応住宅においても開口部等の外皮を構成する全ての部位、あるいは一

部の部位において、一定程度の断熱化が図られ、それに伴い住宅全体の隙間量が減り気密

性能も向上していることが予想されます。よって、気候風土適応住宅が無断熱であること

を前提とするのではなく、一定程度断熱化されていることも想定し、主に住まい手の健康

安全性、住まいの構造安全性の観点から、設計上の注意事項の抜粋を以下に示します。

詳しくは、「気候風土適応住宅」の解説 2026年度版（P33～34）を参照してください。

６

１．居室等の換気に関する設計上の注意事項

（中略）

気密性能が一定程度向上していることを鑑みると、住宅各部の隙間に期待した自

然換気ではなく、何らかの機械換気設備の設置を検討することが望ましいといえま

す。また、機械換気設備とは異なる居室等の換気を行う住宅を設計する際には、台

所・便所・浴室などの汚染質発生場所に局所的に設置する機械換気設備を含め、設

計段階から建築主へ住宅換気の考え方や住まい方などを十分説明し、理解・徹底さ

せる必要があります。

２．断熱構造部の防露性確保に関する注意事項

（中略）

室内の高湿度化を避け、室内で発生する水蒸気を発生個所近傍で速やかに排出す

るため、機械換気による局所換気を行うことで、住宅空間内の過度な高湿度化を避

けるとともに、断熱構造部の室内側では壁内への水蒸気侵入を減らし、かつ外側で

は壁体内部の乾燥化を図るため、湿気的に開放した構成とするなど、壁内内部で湿

害が生じない構造とする必要があります。

３．建築基準法改正に伴う構造性能に関する注意事項

（中略）

伝統木造住宅の特徴のひとつに屋根架構がありますが、近年の気候風土適応住宅

では、変形、スパンや断面の大きさ等を考慮した小屋梁等の納まり等に課題がある

ケースなどもあり、特に伝統木造工法に起因する構造要素に関しては、構造安全性

に十分配慮して設計することが重要です。

「気候風土適応住宅」の解説 2026年度版（ 一般財団法人 住宅・建築SDGｓ推進センター発行）より引用

気候風土適応住宅の設計上の注意事項
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○○県気候風土適応住宅プロジェクトチーム
会長 ：○○設計事務所
リーダー ：○○工務店
メンバー ：建築士事務所○○アトリエ
メンバー ：○○大学 講師
オブザーバー：○○県建築住宅課

調査対象住宅
（○○地区）
○○様邸：築約4年

（□□地区）
○○様邸：築約1年
○○様邸：築約15年

立ち上げ

現
地
調
査

独
自
基
準
の
要
素
の
整
理
・
選
定

勉
強
会
・
意
見
交
換
会
等

独
自
基
準
の
試
行
版
策
定

策定
運用
見直し

地域特性を読み解き、独自基準の要素を
抽出
• 「気候風土適応住宅」の解説 2026年版
（P26～27）の「地域の・・要素の例」を
もとに調査票を作成

• 現地調査メンバー、参考となる調査物件を
選定

• 伝統構法などの文献を調査

• 気象特性を調べ、気候にあわせた住宅の特
徴を読み取る

現地調査の実施、調査票等の集計
• 調査物件の写真撮影、住民へのヒアリン
グなど調査票をもとに現地調査を実施

• 調査票を集計、住宅や暮らし方、継承し
たい伝統など、地域特性を拾いあげる

独自基準の要素の整理・選定をおこない、
案の作成、勉強会等の企画
• 要素の選定をし、独自基準案作成

• 気候風土適応住宅に関する勉強会を企画

• 地域の設計者等との意見交換会を企画

勉強会の実施、独自基準案の検討
• 気候風土適応住宅の講演、実務者による
事例紹介など、勉強会を開催

• 具体的な独自基準案について、地域の設
計者等と意見交換会を実施

• 省エネ基準に適合しない可能性のある住
宅特性について、自治体と意見交換

所管行政庁へ独自基準（試行版）の提
示
• 運用に向け所管行政庁で検討してもらい、
再検討や修正を加える

• 独自基準（試行版）を運用開始に向け、
パンフレットやホームページ準備

独自基準（試行版）の運用をしながら、
必要に応じて柔軟に見直しを行う

プロジェクトチームを発足し、策定に向
け、定期的に会合をおこなう

※活動内容は一例として挙げていますので、各自治体でご検討ください。

プロジェクトメンバー

現地調査・調査票

独
自
基
準
の
要
素
の
抽
出
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調査イメージ
「和の住まい」の推進
国土交通省発行より

所
管
行
政
庁
へ
提
示
・
周
知

独自基準の要素の分類と整理、独自基
準（試行版）の策定
• 意見交換会等で出た検討事項を反映し、
独自基準（試行版）を作成

• モデルプラン作成 独自基準チェックシート
策定例(kkjﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照)

独自基準チェックシート
策定例（

勉強会・説明会

独自基準策定の流れの例（立ち上げから運用まで）



独自基準策定の事例１ ＜ 滋賀県 ＞ 令和７年４月１日 運用開始 1/2

令和５年１１月 第１回 実務者との意見交換会を実施
（県、滋賀県建築士会、滋賀県建築士事務所協会）
気候風土適応住宅とは何か、独自基準策定の必要性等について意見交換を
行った。

令和６年２月 第２回 実務者との意見交換会を実施
（県、滋賀県建築士会、滋賀県建築士事務所協会、湖国すまい・まちづくり
推進協議会）
国告示、他府県基準、独自基準要件等について議論を行った。
滋賀県における木の家づくりを推進している施工者も参加した。

令和６年
６月、８月、１０月

第１回～第３回「気候風土適応住宅基準検討会」実施【支援対象】
独自基準の検討を進めることを確認し、令和５年度の意見交換会における意
見を踏まえ、県において独自基準の素案を作成提示し、議論を行った。

令和６年１２月 「滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会」準備検討会【支援対象】
１月に開催される説明会の講師の依頼、募集方法の確認、当日の役割分担、
準備物等の確認を行った。

令和７年１月 「滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会」実施【支援対象】
気候風土適応住宅の国が定める要件、滋賀県が独自に定める要件などについ
て説明を行った。

8

令和７年４月１日から原則全ての建築物に省エネ基準の適合義務化になり、県内でも地元大工・
設計者が造る住宅（特に県内で造られる伝統的構法による住宅）について、法が定める外皮基準に
適合させることが困難なものが出てくる可能性がある。
これらの住宅について、関係団体、地元設計者等から県独自基準の設定について実務者の意見を

取り入れるように要望が出ており、このことから、県産木材を利用した木造住宅の普及促進、地元
に根付く技術の継承の観点から、本県に必要と考えられる住宅について県内独自基準の整備の検討
を進めることとした。

独自基準策定の検討を始めた理由

滋賀県型気候風土適応住宅基準 策定に向けた活動

ｋｋｊホームページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定の事例 滋賀県」より抜粋

滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会（R7.1開催）資料 より抜粋



独自基準策定の事例１ ＜ 滋賀県 ＞ 令和７年４月１日 運用開始 2/2

9

・滋賀県型気候風土適応住宅基準解説書
・滋賀県気候風土適応住宅チェックリスト
・様式１ 手刻み証明書

滋賀県ホームページ

令和６年７月～令和７年１月

滋賀県建築士会、湖国すまい・まちづくり推進協議会、

滋賀県建築士事務所協会の3団体が「気候風土適応住宅

の独自基準策定の支援」を申請し活動した。

【支援対象】

・気候風土適応住宅基準検討会 ３回開催（人件費、交通費）

・気候風土適応住宅の独自基準等説明会及び準備検討会 １回開催（人件費、交通費、印刷費）

令和６年度
「気候風土適応住宅の独自
基準策定の支援」を活用

※詳細は以下のリンク先からご確認ください

滋賀県内全域を対象とした、県独自の基準
を定めた。

令和７年４月１日
滋賀県型気候風土適応住宅

の基準 運用開始

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531934.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531933.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531940.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531940.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19337.html


令和４年度から検討を開始し、

令和５年４月から基準のたたき台を作成した

独自基準策定の事例２ ＜ 長崎県 ＞ 1/2

令和６年４月１日に基準(案）、令和７年４月１日に運用ガイドラインとあわせて本運用開始

ｋｋｊホームページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定の事例 長崎県」より引用

「長崎型伝統的木造住宅」
• 長崎県全域を対象
• 伝統的構法で造られた自然素材を多用した住宅
• 基準作成検討会議を開催し、策定に向け検討した。
• 長崎県建築士会等の各関係団体の意見を踏まえた。
• 既に九州3県(熊本県、宮崎県、福岡県)で策定済み
の基準を参考とした。

「居留地型(洋館型)住宅)」
• 旧居留地（東山手、南山手）の重要伝統的建造群
保存地区を中心とした長崎市歴史的風致維持向上
計画重点地域を対象

• 長崎県建築士会で既存の居留地型住宅群の調査を
行い工法、材料、様式等のデータをまとめ、標準
的な設計プランを含めた建築ガイドラインを作成
し、それをベースとした。

「令和6年度九州ブロック研究集会『建築士の集い』みやざき大会
『みやざき木好風土』」（令和6年6月）より抜粋

省エネ性能の向上は必要不可欠であり、今後も推進していく一方で、そのことによって、これま
で気候風土に適応するために継承されてきた長崎の住まい・住まい方、景観、それを作ってきた
材料や技術の今後の進化を途絶えさせることなく、未来へ継承していくため。

【独自基準を定める目的】
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令和６年４月

長崎型気候風土適応住宅基準（案）を策定した

ｋｋｊホームページ
「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定
の事例 長崎県」より引用

令和６年８月～１月

省エネ基準適合義務化に向けた準備作業のうち③運用ガイド

ライン作成の費用について、長崎県建築士会と連携し「気候

風土 適応住宅の独自基準策定の支援」を申請し活動した。

【運用ガイドラインの目的】

基準(案)は曖昧な表現が多いことから 、省エネ基準適合義務化の施行以降 、設計や確認申請等の

審査時に混乱が生じないよう、基準の内容の解説及び確認申請等に必要な添付図書等を示すこと

【支援対象】

・運用ガイドライン検討ワーキング ６回開催（人件費、会場費、交通費）

・現場見学会 １回開催（人件費、交通費）

・運用ガイドライン作成（人件費、印刷費、事務経費等）

• 2つの異なるタイプの住宅からなる「長崎

型気候風土適応住宅基準(案)」を策定した。

• 省エネ基準適合義務化に向けた準備作業を

行った。

①基準(案)の周知

②基準(案)の運用実態を踏まえた見直し

③審査事項となるための具体的な設計審査

の運用ガイドライン作成【支援対象】

④令和７年４月以降の省エネ基準適合義務

化施行に向けた、基準の位置付け方法の

検討

独自基準策定の事例２ ＜ 長崎県 ＞ 2/2

令和６年４月１日に基準(案）、令和７年４月１日に運用ガイドラインとあわせて本運用開始

長崎県内の所管行政庁が定める統一し

た基準として「長崎型気候風土適応住

宅の基準」を定めた。
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・長崎型気候風土適応住宅の基準

・チェックリスト

・運用ガイドライン

長崎県ホームページ

令和６年度
「気候風土適応住宅の独自
基準策定の支援」を活用

令和７年４月１日
長崎型気候風土適応住宅の

本運用を開始

※詳細は以下のリンク先からご確認
ください

https://www.pref.nagasaki.jp/uploads/2025/04/1745479320.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.nagasaki.jp%2Fuploads%2F2025%2F03%2F1743141101.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://nagasaki-shikai.jp/news/detail.php?id=393
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-657653.html


募集要項・申請様式はホームページからダウンロードしてくださいエオカ財団パパ
ママ検

問い合わせは、ホームページの 「お問い合わせフォーム」 よりお願いします。

電話 03-5579-8757 受付時間 10：30～16：30 平日（祝日、年末年始を除く）

サステナブル建築物等先導事業
気候風土適応型住宅事例集

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会
（現：環境共生まちづくり協会）

別冊
   2024年３月発行 2026年３月発行
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「気候風土適応住宅」の解説
2026年度版

一般財団法人 住宅・建築SDGｓ推進センター

2026年4月１日発行

(kkj)

https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo-jyutaku/index.html

令和8年4月kkj調べ

所管行政庁における独自基準策定状況

参考資料

独自基準策定に関する相談窓口

運用時期 基準を定めた所管行政庁（対象地域/構成） 

2025（令和7）年４月１日 鹿児島県（県内全域） 

熊本県 

長崎県（県内全域） 

滋賀県（県内全域：滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、 

近江八幡市、草津市、守山市、東近江市） 

富山県（県内の所管行政庁） 

2025（令和7）年８月１日 宮崎県（県内全域：宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、 

日向市) 

2025（令和7）年11月４日

2026（令和8）年４月一部更新 

愛知県  (県及び春日井市、半田市、豊川市、安城市、西尾

市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市) 

※今後定める予定（豊橋市、岡崎市、豊田市、瀬戸市、 

刈谷市） 

2026（令和8）年２月１日 佐賀県（県内全域：佐賀県、佐賀市） 

2026（令和8）年４月１日 大分県（大分県、大分市、別府市、中津市、日田市、 

佐伯市、宇佐市） 

福岡県（福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市） 

徳島県（県全域（徳島市を除く）） 

 

https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo-jyutaku/form
https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo/kikouhuudo_saitaku-jireishu.html
https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo/kikouhuudo_saitaku-jireishu.html
https://www.mlit.go.jp/common/001753442.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001753442.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001753442.pdf
https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo-jyutaku/index.html
https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo-jyutaku/index.html
https://www.kkj.or.jp/kikouhuudo-jyutaku/index.html
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独自基準のモデル 

 
 
 

※基準（案）のモデルなので、 
所管行政庁ごとに検討が必要となります。 

 
 
 

 

■■型気候風土適応住宅の基準 

（案） 
 
 
 
 
 
 

令和■年■月■日 
 
 

■■県内所管行政庁 
 

（■■県、●●市、▲▲市） 
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付 録 

 

地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第２号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣

が定める基準（令和元年国土交通省告示第786号）に基づくものです。 
 

告示第786号には、第１項第一号に「国が定める基準」、第１項第ニ号に「国が定める要件

に所管行政庁が必要な要件を付加した基準」、第２項に「所管行政庁が定める基準」が定め

られています。第１項第一号の「国が定める基準」は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 気候風土適応住宅とは 

２． 気候風土適応住宅の基準 

１ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交 
通大臣が定める基準（２において、「気候風土適応住宅の基準」という。）は、次の各 
号に掲げる要件に適合するものであることとする。 

  
一 次のイからニまでのいずれかに該当するものであること 
  イ 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること 
  ロ 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること 
  ハ 屋根が茅葺であること 
  ニ 次の（１）及び（２）に該当すること 
   （１）外壁について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること 
     （ⅰ）片面を真壁造とした土塗壁であること 
     （ⅱ）片面を真壁造とした落とし込み板壁であること 
     （ⅲ）過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること 
   （２）屋根、床及び窓について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること 
            （ⅰ）屋根が以下のいずれかの構造であること 
        ①化粧野地天井 
        ②面戸板現し 
        ③せがい造り 

（ⅱ）床が板張りであること 
     （ⅲ）窓の過半が地場製作の木製建具であること 

※第２項の独自基準を作成されましたら、第１項の国が定めた基準へ

の適用はできません。第２項に部分的に第１項の要件を取り入れる

（実質的に適用させる）などは、行政庁側にてご判断ください 
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本県の特徴としては、・・・・・・・ということがあげられます。 

そういった気候風土に適応するため、県内においては、・・・・・・が継承されてきました。 

一方で、このような住まいは、外皮基準に適合することが困難であると想定される要素を含ん

でいることより、省エネ基準の適合義務化によって、更に減少してしまうことが懸念されていま

す。 

 このようなことから、■■県の住まい・住まい方、景観、それを作ってきた材料や技術の今後の

進化を途絶えさせず、未来へ継承していくため、■■型気候風土適応住宅の基準（案）を定めまし

た。 
 

 

①対象区域  

■■県内の全域（所管行政庁：■■県、●●市、▲▲市） 
 

 

②対象住宅  

木造住宅 
 

③用語の定義・解説  

貫工法・・・木造真壁造りの建物などで柱を貫通して柱どうしを相互に繋ぎ、  

楔で固定させる工法。  

▲▲瓦・・・■■県西部の▲▲地域で生産される瓦。釉薬により特徴的な○○  

色をしている。  

 
 
 
 

 

※用語の一例です。 
本資料に定めのない用語の定義や運用方法は、「『気候風土適応住宅』の解説 2026年度版」  

 （一般財団法人 住宅・建築SDGｓ推進センター発行）をご参照ください。                               

３． ■■型気候風土適応住宅の基準（案）  

（ １ ） 基準を定める目的 

（ ２ ） 基準の適用 

独自基準に関する用語等の定義や解説 
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地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準

（令和元年国土交通省基準告示第786号）第２項の規定に基づき、告示第１項各号に掲げる要件と

同等であると認められるものとして■■が別に定める要件として、次のとおり、■■型気候風土

適応住宅の基準（案）を定める。 

■■型基準（別紙１）は、本県独自の気候風土適応住宅の基準として定めるものです。 

所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合

性判定や、建築主事等又は指定確認検査機関による建築確認申請及び省エネ適判の申請を円滑に

進めるため、申請する建築物が気候風土適応住宅に該当する場合に、■■型気候風土適応住宅の

基準（案）チェックシート（別紙２）を活用して下さい。 

 

なお、■■型基準は、当面の間、運用しながら必要に応じて柔軟に見直し等を行うものとしま

す。 

（ ３ ） ■■型気候風土適応住宅の基準（案） 
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 ※基準（案）の一例です。 

該当項目の組み合わせ方などは、所管行政庁ごとに検討が必要です。  

 

令和●年●月●日施行 

 

■■型気候風土適応住宅の基準（案） 
 

告示第 786 号第２項の規定により■■県内の所管行政庁において定める基準は、次の一、二号の

いずれかに掲げる要件に適合することとする。 

一 次のイからハまでのいずれかに該当すること 

   イ、ロ、ハ 中略 

 
二 次のイ及びロに該当すること 

イ 次の（１）から（３）までのいずれかに該当すること 

（１） （ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること 

  （ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）中略 

（２） ●●●● （独自基準Ａ） 

（３） ▲▲▲▲  （独自基準Ｂ） 
 

ロ 次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること 

（１）（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること 

  （ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）中略 

（２） 次の（ⅰ）から（ⅷ）までのうちいずれか３つ以上に該当すること 
         (ⅰ)  〇〇〇〇であること（独自基準１） 
   (ⅱ)  〇〇〇〇であること（独自基準２） 
   (ⅲ)  〇〇〇〇であること（独自基準３） 
   (ⅳ)  〇〇〇〇であること（独自基準４） 
   (Ⅴ)  〇〇〇〇であること（独自基準５） 
   (ⅵ)  〇〇〇〇であること（独自基準６） 
   (ⅶ)  〇〇〇〇であること（独自基準７） 
   (ⅷ) 〇〇〇〇であること（独自基準８） 
                        

  

構造に関する項目が多く採用されてい

ます。例：貫工法等 

環境負荷低減に関する

項目が多く採用されて

います。 

例：軒の出900㎝以上

など 

別紙１ 



 

5  

付 録 

 

別紙2 

□

□

□

□

□

□

(2) □

(3) □

①  化粧野地天井 □

②  面戸板現し □

③  せがい造り □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

（ⅴ）県内基準５

（ⅵ）県内基準６

（ⅶ）県内基準７

（ⅷ）県内基準８

■
■
型
基
準

(1)

（ⅰ）県内基準１

（ⅱ）県内基準２

（ⅲ）県内基準３

（ⅳ）県内基準４(2)

二  次のイ及びロに該当すること

イ  次の（１）から（３）までのいずれかに該当すること

外壁について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること

※基準（案）の一例です。
該当項目の組み合わせ方などは、所管行政庁ごとに検討が必要です。

（ⅰ） 屋根が①から③のいずれかの構造で

　　　あること

（ⅲ）  窓の過半が地場製作の木製建具であること

次の（ⅰ）から（ⅷ）までのうちいずれか３つ以上に該当すること

県内基準B

ロ  次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること

(1)

一   次のイからハまでのいずれかに該当すること

イ  外壁の過半が両面を真壁とした土塗壁であること

ロ  外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること

ハ  屋根が茅葺であること

■■型気候風土適応住宅の基準（案）のチェックシート

（ⅰ） 片面を真壁造とした土塗壁であること

■■県の要件

令和元年11月15日国土交通省告示第786号（以下「告示」という。）第２項の規定により■■県内の所管行政庁に

おける基準は、次の一、二号のいずれかに適合することとする。

チェック

（ⅱ）  床が板張りであること

（ⅱ） 片面を真壁造とした落とし込み板壁であること

（ⅲ） 過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること

県内基準A

屋根、床及び窓について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに該当すること

※例として国が定めた
基準を利用する場合

※独自基準

※独自基準

※例として国が定めた
基準を利用する場合

※例として国が定めた
基準を利用する場合
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